
審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

合　　計 平均点
補正後
平均点

Ⅰ　公の施設の設置目的及び市
が示した管理運営方針の理解と
整合性について（８点満点）

8 8 6 8 5 8 7.2

Ⅱ　安定的な運営が可能となる
基盤について（１３点満点） 13 13 13 13 13 13 13

Ⅲ　利用者対応・サービス向上
策等について（３０点満点） 22 24 30 30 20 28 25.7

Ⅳ　施設の維持管理・保守点検
管理の適正について（１３点満
点）

9 10 11 13 8 9 10

Ⅴ　施設の管理運営に係る経費
の内容について（１３点満点） 11 11 13 13 11 13 12

Ⅵ　施設の管理運営に係る組織
体制について（２３点満点） 16 23 22 23 18 22 20.7

合　　計
（100点満点） 79 89 95 100 75 93 531 88.5 88.5

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除外して平均
点を算出することとする。

【山陽小野田市斎場】指定管理者選定委員会　審査集計表 令和5年11月14日

申し込み団体　　株式会社五輪



審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

合　　計 平均点
補正後
平均点

Ⅰ　公の施設の設置目的及び市
が示した管理運営方針の理解と
整合性について（８点満点）

6 6 5 3 5 8 5.5

Ⅱ　安定的な運営が可能となる
基盤について（１３点満点） 8 8 8 8 8 8 8

Ⅲ　利用者対応・サービス向上
策等について（３０点満点） 12 12 10 16 18 14 13.7

Ⅳ　施設の維持管理・保守点検
管理の適正について（１３点満
点）

9 8 7 9 8 8 8.2

Ⅴ　施設の管理運営に係る経費
の内容について（１３点満点） 6 8 8 8 8 10 8

Ⅵ　施設の管理運営に係る組織
体制について（２３点満点） 9 14 11 13 14 14 12.5

合　　計
（100点満点） 50 56 49 57 61 62 335 55.8 55.8

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除外して平均
点を算出することとする。

【山陽小野田市斎場】指定管理者選定委員会　審査集計表 令和5年11月14日

申し込み団体　　A社


